
Ｑ＆Ａ その２  

 

1 事前登録の費用はかか

りますか？ 

事前登録には費用はかかりません。 

簡易確定手続（以下、第 2 段階の訴訟とします）（個別

の返金額を決める裁判）に参加する時には『手続き参加

費用』がかかります。  

2 今回の訴訟に勝っても

負けても費用がかかり

ますか？ 

共通義務確認訴訟（以下、第 1 段階の訴訟とします）（返

金義務を認めさせる訴訟）では費用はかかりません。 

第１段階の訴訟に勝訴し、第 2 段階の訴訟に参加する場

合に『手続き参加費用』がかかります。 

＊詳しくは、事前登録のご案内ページの「今後の流れ」

をご確認ください。  
3 『手続き参加費用』の

おおよその金額を教え

てください 

第２段階の訴訟に参加する方には、第２段階の訴訟の手

続にかかる費用の一部をご負担いただきます。 

費用については、第２段階の訴訟に入ってから決まるた

め、現時点では確定することができず、お知らせできま

せんが、個人で訴訟する場合に比べてかなり費用負担は

軽くなります。第２段階の訴訟入りましたら、お知らせ

します。  
4 現在もライフティに支

払中です。支払いを止

めるにはどうしたらい

いですか 

ライフティに通知書を送付してください(通知書の記載

例は「Ｑ＆Ａ その１」のＱ５を参照してください）。 

一時的に預金残高を空にすることも有効な手段です。 

※通知書は、ビューティースリー破産管財人とライフテ

ィに、それぞれ同じものの送付が必要です。  
5 2 回払いですでに完済

しています。今回の裁

判に参加することはで

きますか 

２回目の支払い日が契約日から２ケ月より短い場合は、

割賦販売法の消費者保護規定が適用されませんので、残

念ですが、第２段階の訴訟に参加できません。２回目の

支払日が契約日から２ケ月以上あれば参加できます。  
6 ビューティースリーか

ら引き継いだ新たな事

業者と契約をした場合

や引継ぎ店舗で救済を

受けていると、なくす

会の訴訟には参加でき

ないのですか 

引継ぎ店舗や引継いだ事業者で、シースリーの契約と同

じ条件で引継ぎを受けている場合は、シースリーとの契

約を解除・取消しする理由がないことになりますので、

なくす会の手続には参加できません。  



7 訴訟に参加を表明した

場合、引き返すことは

できないのですか 

現時点では事前登録をしていただくだけです。第２段階

の訴訟の手続に進むことが確定した場合は、参加のご案

内をお送りします。その時点で改めてご判断いただけま

す。  
8 ビューティースリーか

ら引継いだ事業者に施

術を申し込むかどうか

迷っていますが、訴訟

に参加を表明した場

合、引継ぎ事業者との

契約はできないのです

か 

Ｑ６で説明したように、引き継いだ事業者と契約した場

合は、参加はできなくなります。そのうえで、どうする

かを判断してください。 

9 事前登録したらどうな

りますか。登録したら

やめることはできない

ですか 

事前登録いただいた方には、第２段階の訴訟へ進むこと

が確定した際に、なくす会からメールでお知らせをいた

します。 

事前登録は第２段階の訴訟への参加表明ではありませ

ん。 

第２段階の訴訟に進むことが確定した際に、当会からメ

ールでお知らせするためのものです。第２段階の訴訟に

参加するかどうかは、お知らせが届いてから改めて決め

ていただきます。  
10 通知書はすでに提出し

てあれば、再度の送付

は不要ですか 

すでに提出した通知内容を「Ｑ＆Ａ その１」のＱ５の

通知書記載例と照らし合わせ、違いがある場合は必ず送

付してください。  

11 ライフティに支払い抗

弁を出している状況

で、通知書を送付する

と中途解約停止の効力

がなくなることはない

でしょうか。また不利

益な状況にならないで

しょうか 

中途解約停止の効力がなくなることはありません。 

一方、既払い金の返還請求をするには、「Ｑ＆Ａ その

１」のＱ５でご案内の通知書を送付していただく必要が

あります。通知書を送付することによって不利益な状況

にはなりませんが、最終的には個々の消費者の判断にな

ります。 

12 抗弁書を提出しても支

払いが止まらなかった

ため、支払いを滞納し

たところ(消費者セン

ターに相談済み)、一括

請求され、法的措置を

取ると言われたため、

参加できます。 



分割手数料を含む残り

の全額を一括で振り込

みしました。こちらの

会に参加できますか 

13 ライフティ(株)に支払

いをすでに止めてもら

っている場合は、対象

になりますか 

対象になります。 

14 契約書が手元にない場

合は、参加できますか 

参加自体はできます。ただし、証拠がないと請求の一部

が認められない可能性はあります。  
15 最近、エステ倒産を知

りました。一度も通っ

ていません。どうした

らよいでしょうか 

「Ｑ&Ａ その１」のＱ５の通知書をお出しください。

支払った金額があれば、事前登録をご検討ください。  

16 マイページにある契約

書を保存しておらず、

見ることができませ

ん。それでも第２段階

に参加することはでき

ますか 

マイページにある契約書以外の書類で契約内容が分か

れば可能です。今ある関係書類やデータを全て保管して

おいてください。また覚えている契約内容はメモしてお

いてください。第２段階の訴訟に正式に参加の際に、具

体的に確認させていただきます。  

 


